
令和８年度 筋力トレーニング室のトレーナー不在日のお知らせ 

いつも筋力トレーニング室をご利用いただきありがとうございます。 

これまで毎日常駐しておりましたトレーナーですが、運営体制の見直しにより 令和８年４月１日（水）から 週に

２日間 不在となることとなりました。利用者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが下記をご確認のうえご利

用ください。 安全で円滑な施設運営のため 何卒ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

■トレーナー不在日   毎週 火曜日・木曜日 

■利用時間 午前９時から１２時  午後１時から４時 

■注意事項 

・不在日は自主利用となります。 

・利用券裏と利用名簿には名前をご記入ください（利用券は青いトレーへ入れてください） 

・器具の使用方法や安全管理に十分ご注意のうえ ご利用ください。 

・事故やけがの防止のため 無理のない範囲でのトレーニングをお願いいたします。 

・初回講習受講者のみの利用日となります（未講習 未登録の方はご利用いただけません） 

・トレーニングシートはお渡しできませんので 受付にありますメモ用紙等をご利用ください 

・マシンの利用時間は１台につき２０分間となっております。長時間の占有はおやめください 

・使用後は必ず消毒をお願いします。 

・午後１２時と１６時には施錠いたしますので退室ください 

・必ず室内専用靴を使用してください 

・写真や動画撮影は禁止です 

・貴重品はロッカーに入れ 各自で責任をもって管理してください 

 

 

 

お 知 ら せ 

 

＜ 筋力トレーニング室「一般開放日」のご案内 ＞ 
 

いつも筋力トレーニング室をご利用いただき，誠にありがとうござ 

います。 

運営体制の見直しにより，令和８年４月２日（木）から，週に２日 

トレーナーによる指導を行わない「一般開放日」を設けることとなりま 

した。 

一般開放日に，トレーナーは常駐しておりませんが，筋力トレーニ 

ング室は通常どおりご利用いただけます。 

ご利用の際は安全に十分ご配慮の上，ご利用くださいますようお願 

いいたします。 

 

■一般開放日（トレーナーによる指導は行いません）  
 

令和８年４月２日より 毎週の火曜日・木曜日 

■利用時間  

 午前９時から正午  午後１時から４時 

■利用にあたってのお願い 

・一般開放日は，利用者による自主利用となります 

・初回講習が終わった方のみの利用日となります 

（初回講習の未実施・未登録の方はご利用いただけません） 

・トレーニングシートはお渡ししておりませんので，受付にあります 

メモ用紙等をご利用ください 

・正午及び午後４時には施錠いたしますので，時間までには退室をお願 

いいたします 

・利用料金，利用券の購入方法及び受付方法は今までと変わりません 

 

お 知 ら せ 

（問い合わせ先）東海村社会福祉協議会 企画総務係 029-282-2804 


